
◎ 遺贈寄付制度のご案内 ◎ 

 

  明治学院は、学院創立以来、多くの卒業生を輩出してきました。同時に多くの方々からのご寄付によ

り支えられてきたことを改めて感謝いたします。 

  近年、慣習にとらわれず、ご自身の自由な志や願望を実現するために「遺贈」を利用される方が増加

しつつあります。 

  「遺贈」とは、遺言によって無償で財産の全て、または一部を贈与することです。 

  明治学院では、このような制度を利用し、本学の発展に貢献したいとお考えの方々のご意向に添える

よう、信託銀行との提携による、「遺贈寄付制度」を導入いたしました。 

  ご不明な点、ご質問などがございましたら、本学法人事務室募金課までご連絡ください。ご相談を承り、

提携信託銀行のご紹介などご支援させていただきます。 

  ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

信託銀行 
① 遺言に関する事前のご相談 
     信託銀行の専門スタッフによる相談を受付（相談内容は保護されます。） 
② 遺言書の作成 

     事前のご相談に基づき、公証役場にて公正証書遺言を作成 

     ※手続業務には、所定の手数料がかかります。

③ 遺言書の保管、管理 

     遺言書の作成後、「遺言書保管に関する約定書」をご提出 

     なお、約定書の中で遺言者のご逝去を知らせる通知人の方を指定 

④ 遺言の定期的ご照会 

     遺言の内容、財産、相続人の変動など、遺言の執行に関することについて 

     変更がないかどうか定期的にご本人にご照会 

 

⑤ ご逝去の通知 

     遺言者がご逝去された際は、通知人からのご連絡をいただく 

⑥ 財産目録の報告 

     相続人に、遺産についての財産目録を作成、報告 

⑦ 遺言の執行・実現 

     遺言の内容にしたがって、遺産の整理、名義変更、引き渡しなど相続人 

     および受遺者の方に財産分配 

 
 
 
 
 
 
 
 
⑧ 遺言執行完了の報告 
     執行手続きが完了した時点で、「遺言執行完了報告書」を作成、報告 

信託銀行のご紹介 お問合せ 

相続人などへ 
遺産分配 

明治学院へ寄付 

遺贈寄付をお考えの方 
直接お問合せ 
※手続業務は信託銀行とのやりとりになります。 

※遺贈の金額分は非課税の対象になります。 

明治学院 法人事務室 募金課（０３－５４２１－５１８７）

◆ 遺贈寄付の流れ ◆ 


